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令和３年士幌町議会第３回臨時会

１ 議事日程 令和３年２月１６日（火曜日） 午前１０時開会

日程番号１ 会議録署名議員の指名

日程番号２ 会期の決定

（諸般の報告）

日程番号３ 議案第１号 令和２年度士幌町一般会計補正予算

２ 出席議員

１番 加藤 宏一 ２番 河口 和吉 ３番 大西 米明 ５番 伊藤 健蔵

６番 清水 秀雄 ７番 牧野 圭司 ８番 曽我 弘美 ９番 中村 貢

10番 森本 真隆 11番 大野 明 12番 矢坂 賢哉 13番 秋間 紘一

３ 欠席議員（０名）

４ 地方自治法第１２１条の規定による説明のための出席者

町長 小林 康雄 教育長 堀江 博文

代表監査委員 佐藤 宣光

５ 町長の委任を受けて出席した者

副町長 髙木 康弘 総務企画課長 亀野 倫生

会計管理者 上野 清子 町民課長 藤内 和三

保健福祉課長 藤村 延 健康介護担当課長 三島 裕子

産業振興課長 西野 孝典 建設課長 増田 優治

道路維持担当課長 佐藤 英明 建設課施設担当課長 田中 敏博

子ども課長 角田 淳二 特老施設長 佐藤 慶岩

病院事務長 土屋 仁志 消防課長 土屋 政勝

６ 教育長の委任を受けて出席した者

参事 川口 久 教育課長 小野寺 務

給食センター所長 齋藤 英雄 高校事務長 藤井 由美

７ 農業委員会会長の委任を受けて出席した者

事務局長 三島 重浩

８ 職務のため出席した者

事務局長 矢野 秀樹 総務係長 猪狩 賢明
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議事録 令和３年３月２２日

会 議 の 経 過 （午前１０時００分）

秋間議長 ただいまの出席議員は12名です。

定足数に達していますので、これから令和３年第３回士幌町議会臨時

会を開会します。

これから本日の会議を開きます。

議事日程は、お手元に配付のとおりです。

１ 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第125条の規定により、

９番、中村 貢議員及び10番、森本真隆議員を指名します。

２ 日程第２、会期の決定を議題とします。

お諮りします。

本臨時会の会期は本日１日間にしたいと思います。

これにご異議ありませんか。

（ 異 議 な し ）

異議なしと認めます。

したがって会期は本日１日間に決定しました。

これから諸般の報告を行います。

閉会中の議会の主なできごとについては、お手元に配付した事務報告

により、ご了承願います。

これで諸般の報告を終わります。

３ 日程第３、議案第１号令和２年度士幌町一般会計補正予算を議題にし

ます。朗読を省略し、提案理由の説明を求めます。総務企画課長。

亀野総務 総務企画課長、亀野より説明申し上げます。議案第１号令和２年度士

企画課長 幌町一般会計補正予算第12号、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ

131,854千円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ9,026,387千円に

改めようとするものであります。繰越明許費の補正は第２表繰越明許費

によるものであります。今回の補正につきましては、コロナ禍の厳しい

状況についても関わらず、３月17日に農業など産業振興を目的として、

士幌町農業協同組合様から１億円、北斗運輸株式会社様から2,000万円、

併せて1億2,000万円の寄付を賜り、寄付の趣旨に添って具体的な使途が

決定するまで、基金への積立を行うほか、コロナワクチン接種体制確保

に伴う所用の追加費用が主な内容となっています。それでは、歳出から

ご説明いたしますので、８ページをご覧願います。

２款１項６目企画費では、本町における光ファイバー通信基盤の未整

備地域解消に伴う、高度無線環境整備推進事業の事業費確定に伴い、18

節負担金補助及び交付金に266千円を追加するもので、特定財源について

は財源補正を行い、地方創生臨時交付金539千円、愛のまち建設基金繰入
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金57,284千円を充当いたします。次に14目愛のまち建設基金費では24節

積立金に士幌町農業協同組合からの寄付の一部50,000千円と北斗運輸株

式会社からの寄付20,000千円、併せて70,000千円を追加し、指定寄付金

を同額充当するものであります。

次に４款１項６目新型コロナワクチン接種事業費では、町民一人一人

の接種回数等を逐次把握し、様々な問合せへの対応や災害時における予

診表等の喪失にも対応できるようワクチン接種の円滑化を図るとして、

国が構築したシステム購入に伴い、健康管理システムの一部改修に伴い、

12節委託料に1,177千円を追加するもので、特定財源につきましては新型

コロナワクチン接種体制確保事業補助金を同額充当するものであります。

次に９ページにうつりまして、６款１項４目農業振興基金運用事業費

では、24節積立金に士幌町農業協同組合から頂いた残りの寄附金50,000

千円を追加し、指定寄付金を同額充当いたします。次に７款１項１目商

工振興費では特定財源につきまして事業継続緊急支援金の事業実績に対

し、財源補正を行い、地方創生臨時交付金1,958千円を減額充当いたしま

す。次に２目観光振興費につきましても特定財源に観光拠点施設雇用継

続支援金の事業実績に伴い、財源補正を行い地方創生臨時交付金1,419千

円を充当するものであります。次に８款２項２目道路橋梁維持費では、

除雪に関わる追加費用として、12節委託料に431千円を追加し、13節重機

借上料9,980千円を追加するものです。

次に歳入についてご説明しますので、７ページをご覧願います。

特定財源以外の一般財源ですが、下段の19款５項５目２節備荒資金組

合納付還付金を46,607千円減額計上して収支の均衡を図ったところでご

ざいます。次に４ページをご覧願います。第２表繰越明許費補正であり

ますが、国の補正予算等を活用し、実施する事業において、年度内に完

了することが困難な事業などについて計上しておりまして、光ファイバ

ー整備工事負担金477,266千円、強い農業づくり事業補助金38,500千円、

産業教育施設整備事業6,989千円、併せて522,755千円を翌年度に繰越し

事業を実施しようとするものでございます。

以上で説明を終わります、宜しくご審議賜り原案のとおり可決決定い

ただきますようお願い申し上げます。

秋間議長 これから質疑を行います。ありませんか。

（ な し ）

質疑を終わり、これから討論を行います。

（ な し ）

討論なしと認め、これから議案第１号を採決します。

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（ 異 議 な し ）

異議なしと認めます。したがって、本案は原案のとおり可決すること

に決定されました。
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これで本日の日程は終了しました。

会議を閉じます。

令和３年第３回士幌町議会臨時会を閉会します。

矢野事務 議場内の皆様、ご起立願います。

局長

秋間議長 ご苦労様でした。

（午前１０時０９分）


